
信託会社に加え、公益法人・NPO法人等が社会的課題解決のノウハウ
を生かして公益信託の担い手になることができます。

担い手の範囲が拡大1
POINT

金銭に加え、不動産や美術品等を信託財産にして、助成以外の公益的
な活動もできます。

信託財産・信託事務の範囲が拡大2
POINT

これまでバラバラであった公益信託の申請・相談窓口が一元化され、
認可・監督の基準も統一的なものになります。

透明性の高い認可・監督の仕組みへ3
POINT
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新しい公益信託法を受けた政令・府令等が 2025 年６月に公布されました。今後、関係者の皆様の御意見を伺いつつ、
ガイドライン等を整備していきます。なお、既存の公益信託の移行については経過措置が設けられております。
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　公益信託は、公益法人のように機関を設けることなく、信託財産
及び受託者の組織・能力を活用して、委託者の意思を反映した公益
活動を行う制度です。

　現行では、主務官庁による許可や監督の基準が不統一であること
や税制優遇を得るための制約が多いことを背景に、公益法人と比べ
利用されていません (信託件数約 400件、信託財産額 500 億円 )。

　このため、①主務官庁制を廃して公益法人と
共通の行政庁が公益信託の認可・監督を行う制
度に改めるとともに、②公益信託の認可基準及
びガバナンス等を法定することで、国民からの
信頼を確保しつつ、使いやすい制度へと見直し
を行い、民間公益の活性化を図ります。

新しい公益信託制度の概要
公益信託制度を公益法人制度に一元化することで、委託者の想いを生かした民間の公益活動が、より身近で活発に広がることを
目指しています。

金銭、株式、不動産 等

信託契約・遺言 公益活動の実施
信託財産の管理信託財産の拠出

報告監督

認可・監督

認可申請
書類提出

信託会社、公益法人、ＮＰＯ法人等

※青字は、制度改正で
　可能となった事項等
　です

育英資金の給付 研究開発の助成

環境保全活動 美術館の運営

公益活動の例

ほかにも、
『空き倉庫活用によるフードバンクの食糧支援拠点整備』
『文化財の保存活用による郷土歴史・文化の継承』

　　といった活用方法が考えられます！
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